
大 阪 広 域 水 道 企 業 団 会 計 規 程 の 一 部 を 改 正 す る 規 程 の あ ら  

ま し  

 

１  発 生 品 の 受 入 価 格 に つ い て 規 定 の 整 備 を 行 い ま す 。  

 

２  固 定 資 産 の 減 価 償 却 の 開 始 時 期 を 、 原 則 と し て 当 該 資 産 を 取 得 し た

年 度 の 翌 年 度 か ら と し ま す 。  

 

３  入 札 制 度 の 改 正 に 伴 い 、 所 要 の 改 正 を 行 い ま す 。  

 

４  そ の 他 必 要 な 規 定 の 整 備 を 行 い ま す 。  

 

５  こ の 規 程 は 、 平 成 26年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 し ま す 。  

 

 

 


